
物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就
職の
役員
の数

備
考

Ｒ5東京国道管内道路占用物
件情報管理業務

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局
東京国道事務所長
石井　宏明
東京都千代田区九段南1-2-1

令和5年4月3日

（一財）道路管理セ
ンター
東京都千代田区平河
町１－２－１０

10100050189
03

会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
　本業務は、「道路管理システム」を利用して、東京国道
事務所が管理する区域における道路占用許可、道路工事調
整及び占用物件管理等に関する情報処理業務を円滑に行う
ものである。
  道路管理システムは、電気通信、電気、ガス、上下水道
及び地下鉄など多種多様の道路占用物件が輻輳して収容さ
れている大都市において、道路空間の有効かつ適正な利用
及び道路占用物件の管理の合理化を図るため、道路管理者
（国、東京都、２３区、政令市）及び関係公益事業者（電
気通信、電気、ガス、水道、下水道、地下鉄等）からなる
システム参加者が共同利用し、共同で費用負担して運営さ
れるデータベースシステムである。このため、個別の道路
管理者や公益事業者が単独で運営が可能なシステムではな
い。
  （一財）道路管理センターは、道路空間の有効かつ適正
な利用及び道路占用物件の管理の高度化等に資する調査研
究を行い、ＧＩＳ技術を利用した高度のシステムである
「道路管理システム」を開発し、運用すること等を業務と
する法人であって、上記のシステム参加者が共同で利用す
る「道路管理システム」を管理し、同システムのソフト
ウェア及びデータベースの著作権を唯一有している法人で
ある。
  以上の理由により、本業務は「公共調達の適正化につい
て」（平成１８年８月財務大臣通知）の「行政目的を達成
するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供す
ることが可能な者から提供を受けるもの」に該当すること
から、（一財）道路管理センターと随意契約を締結するも
のである。

非公表 11,224,400 -

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
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物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就
職の
役員
の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

Ｒ５単価契約東京国道事務所
不動産鑑定評価業務（その１）

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局
東京国道事務所長
石井　宏明
東京都千代田区九段南1-2-1

令和5年4月11日

（株）国土評価研究
所
東京都渋谷区渋谷１
－１０－３　スタ－
プラザ青山２０２

 
20110010080
21

会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
　本業務は、不動産鑑定業者に東京都墨田区内、東京都港
区内、東京都文京区内及び東京都渋谷区内の商業地域の標
準地等の鑑定評価及び鑑定評価書（意見書等を含む。）の
作成並びにこれらに付随する諸業務を依頼するものであ
る。
　本業務を遂行するためには、高度な企画立案能力や高い
信頼性を必要とすることから、企画競争方式により選定を
行った。
　株式会社国土評価研究所は、企画提案書において総合的
に最も優れた提案を行った業者であり、当該契約を実施す
るのに適切と認められたため、上記業者と契約を行うもの
である。

非公表
基準単価

￥177,100.-
-

Ｒ５単価契約東京国道事務所
不動産鑑定評価業務（その２）

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局
東京国道事務所長
石井　宏明
東京都千代田区九段南1-2-1

令和5年4月12日

片岡不動産鑑定士事
務所
東京都板橋区成増１
－３０－１０－９０
７

-

会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
　本業務は、不動産鑑定業者に東京都墨田区内、東京都港
区内、東京都文京区内及び東京都渋谷区内の商業地域の標
準地等の鑑定評価及び鑑定評価書（意見書等を含む。）の
作成並びにこれらに付随する諸業務を依頼するものであ
る。
　本業務を遂行するためには、高度な企画立案能力や高い
信頼性を必要とすることから、企画競争方式により選定を
行った。
　片岡不動産鑑定士事務所は、企画提案書において総合的
に優れた提案を行った業者であり、当該業務を実施するの
に適切と認められたため、上記業者と契約を行うものであ
る。

非公表
基準単価

￥177,100.-
-

Ｒ５東京国道注意喚起情報等
広報業務

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局
東京国道事務所長
石井　宏明
東京都千代田区九段南1-2-1

令和5年5月12日

（株）読売エージェ
ンシー
東京都千代田区富士
見２－１－１２

10100010317
28

会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
　本業務は、東京国道事務所管内における注意喚起等の情
報について、広報を実施するものであり、道路利用者等の
利便性に関わる情報を提供することを目的とする。
　本業務を遂行するためには、高度な企画力を必要とする
ことから、より高い広報効果が得られるような情報提供の
着眼点について企画提案を求め、企画競争により選定を
行った。
　株式会社読売エージェンシーは、企画提案書において総
合的に最も優れた提案を行った業者であり、当該業務を実
施するのに適切と認められたため、上記業者と契約を行う
ものである。

非公表 11,990,000 -
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物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就
職の
役員
の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

Ｒ５東京国道通行規制情報広
報業務

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局
東京国道事務所長
石井　宏明
東京都千代田区九段南1-2-1

令和5年5月12日
（株）マルト
福岡県福岡市早良区
小田部２－８－１６

52900010057
58

会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
　本業務は、東京国道事務所管内における通行規制情報に
ついて、広報を実施するものであり、道路利用者等の利便
性に関わる情報を提供することを目的とする。
　本業務を遂行するためには、高度な企画力を必要とする
ことから、より高い広報効果が得られるような情報提供の
着眼点について企画提案を求め、企画競争により選定を
行った。
　株式会社マルトは、企画提案書において総合的に最も優
れた提案を行った業者であり、当該業務を実施するのに適
切と認められたため、上記業者と契約を行うものである。

非公表 8,492,000 -

Ｒ５北小金宿舎給水ポンプ設
備緊急修繕

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局
東京国道事務所長
石井　宏明
東京都千代田区九段南1-2-1

令和5年6月16日
（株）石井工務店
千葉県松戸市松戸１
９９番地

50400010348
23

会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
　令和５年６月８日、北小金宿舎Ｂ棟の入居者から水道か
ら水が出なくなったとの連絡があった。敷地内に給水ポン
プ電源機の漏電が原因と思われ、Ｂ棟全世帯の生活水の利
用できない状況から早急な修繕が必要である。
　入居者の生活に著しい支障が生じる恐れがあることから
早急に修繕を行う必要があるが、北小金宿舎の修繕工事等
に実績があり、かつ早急な修繕に対応できる業者が（株）
石井工務店のみであったため、当該業者に依頼し契約を行
うものである。

1,701,700 1,701,700 100.00%
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物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就
職の
役員
の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

R４東京国道事務所管内道路
巡回支援システム改良業務

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局
東京国道事務所長
石井　宏明
東京都千代田区九段南1-2-1

令和5年7月3日

富士通（株）パブ
リック＆ヘルスケア
事業本部
東京都港区東新橋１
－５－２汐留シティ
センター

10200010714
91

会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
　本業務は、道路の維持管理に利用している、道路巡回支
援システムについて、システム改良を実施するものであ
る。
　本業務を適切かつ確実に履行するためには、高い信頼性
が求められるとともに、高度なシステム構築の知識や経験
があるだけではなく、本システムの構成を把握したうえ
で、改良作業を行わなければならないため、システム運用
の幅広い知識と経験を兼ね備えた技術を有する者に行わせ
る必要がある。
　このため、本システムの開発者であり、上記の技術的要
件等を兼ね備えている者である富士通株式会社を特定予定
者とし、本業務の実施を希望する者の有無を確認する目的
で、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施した。
　公募の結果、参加意思確認書の提出がなかったため、上
記の技術的要件を兼ね備えている唯一の者である富士通株
式会社と契約を行うものである。

13,750,000 13,750,000 100.00%
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物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及
び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就
職の
役員
の数

備
考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

R４東京国道事務所管内道路
巡回支援システム連携業務

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局
東京国道事務所長
石井　宏明
東京都千代田区九段南1-2-1

令和5年7月18日

富士通（株）パブ
リック＆ヘルスケア
事業本部
東京都港区東新橋１
－５－２汐留シティ
センター

10200010714
91

会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
　本業務は、道路の維持管理に利用している、道路巡回支
援システムについて、データ連携機能追加を実施するもの
である。
　本業務を適切かつ確実に履行するためには、高い信頼性
が求められるとともに、高度なシステム構築の知識や経験
があるだけではなく、本システムの構成を把握したうえ
で、機能追加を行わなければならないため、システム運用
の幅広い知識と経験を兼ね備えた技術を有する者に行わせ
る必要がある。
　このため、本システムの開発者であり、上記の技術的要
件等を兼ね備えている者である　富士通株式会社を特定予
定者とし、本業務の実施を希望する者の有無を確認する目
的で、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施した。
　公募の結果、参加意思確認書の提出がなかったため、上
記の技術的要件を兼ね備えている唯一の者である富士通株
式会社と契約を行うものである。

8,250,000 8,250,000 100.00%

Ｒ５東京国道雪道注意情報・
通行規制情報提供業務

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局
東京国道事務所長
石井　宏明
東京都千代田区九段南1-2-1

令和5年10月11日
（株）マルト
福岡県福岡市早良区
小田部２－８－１６

52900010057
58

会計法第２９条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３号
　本業務は、東京都内における雪道注意情報等について、
広報を実施するものであり、道路利用者等の利便性に関わ
る情報を提供することを目的とする。
　本業務を遂行するためには、高度な企画力を必要とする
ことから、より高い広報効果が得られるような情報提供の
着眼点について企画提案を求め、企画競争により選定を
行った。
　株式会社マルトは、企画提案書において総合的に最も優
れた提案を行った業者であり、当該業務を実施するのに適
切と認められたため、上記業者と契約を行うものである。

非公表 10,087,000 -
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